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日

時

７
月
７
日
（
日
）
午
後
２
時
か
ら



会

場

は
せ
川
（
旧
安
田
町
）



懇
親
会
費

２
，
０
０
０
円

    年原水爆禁止国民平和大行進
原水爆禁止国民平和大行進の日程がきまりま

した。核廃絶を訴えましょう。

日 時  月   日（水）

午後３時集合・出発

集合場所 阿賀野民商
平和行進は阿賀野民商から阿賀野市役所まで

行います。

税
務
調
査
に
つ
い
て
の
１
０
の
心
得

税
務
調
査
が
は
じ
ま
っ
て
い
ま
す
。

「
税
務
署
」
か
ら
調
査
が
く
る
と
「
た
ま
げ
て
」
し
ま
っ
て

ど
う
し
ょ
ば
と
な
り
ま
す
が
、
「
税
務
調
査
１
０
の
心
得
」
を

学
ん
で
お
き
ま
し
ょ
う
。
「
納
税
者
の
大
切
な
権
利
」
で
す
。

1

自
主
申
告
は
権
利
（
国
税
通
則
法
１
６
条
）

2

相
手
の
身
分
確
認
を
（
国
税
通
則
法
７
４
条
１
３
）

3

事
前
通
知
を
励
行
さ
せ
よ
う
「
調
査
理
由
を
開
示
す
る

こ
と
」
（
国
税
通
則
法
７
４
条
９
）

4

調
査
日
時
の
変
更
は
可
能
（
国
税
通
則
法
・
税
務
運
営
方

針
）

5

承
諾
な
し
の
反
面
調
査
（
納
税
者
の
承
諾
な
し
の
取
引
先
や

銀
行
な
ど
の
調
査
）

は
断
る
（
税
務
運
営
方
針
）

 

信
頼
で
き
る
立
会
人
を
（
立
会
理
由
の
青
色
申
告
取
り
消
し

は
不
当
・
東
京
最
高
裁
判
決
）

7

調
査
は
目
的
の
範
囲
に
（
税
務
運
営
方
針
）

8

承
諾
な
し
の
立
ち
入
り
は
違
反
（
礼
状
な
し
で
侵
入
、
捜

査
お
よ
び
押
収
を
受
け
る
こ
と
の
な
い
権
利
・
憲
法
３
５
条
）

9

勝
手
な
取
り
調
べ
は
違
法
（
勝
手
に
引
き
出
し
を
あ
け
た
り

す
る
調
査
・
大
阪
高
裁
判
決
）

10

サ
イ
ン
は
命
（
税
務
署
員
に
求
め
ら
れ
て
も
、
よ
く
考
え
て
か

ら
に
す
る
こ
と
・
公
務
員
の
職
権
濫
用
罪
・
刑
法
１
９
３
条
）

申
告
書
類
保
存
に
つ
い
て

帳
簿
や
書
類
関
係
は

７
年
間
は
保
存

帳
簿
・
書
類
調
査
が
な
い
と
不
備
指
摘
さ
れ
推
計
課
税
さ
る

こ
と
も
多
く
あ
り
ま
す
。

住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
支
援
事
業
変
更
点

４
月
１
０
日
か
ら
募
集
期
間
が
は
じ
ま
っ
た
「
住
宅
リ
フ

ォ
ー
ム
支
援
事
業
」
の
補
助
対
象
工
事
内
容
に
つ
い
て
一
部

変
更
が
あ
り
ま
す
。



器
具
の
み
の
設
置
や
取
替
え
、
住
宅
本
体
の
改
修

に
直
結
関
連
し
な
い
器
具
の
設
置
・
取
替
え
工
事
は
対

象
外



下
水
道
接
続
工
事
の
み
や
住
宅
本
体
の
改
修
工

事
に
直
結
し
な
い
下
水
道
接
続
工
事
は
対
象
外

定
額
減
税
よ
く
わ
か
ら
な
い

新
聞
・
ニ
ュ
ー
ス
を
み
て
も
「
定
額
減
税
は
ど
う
す
れ
ば
よ

い
の
か
わ
か
ら
な
い
」
と
相
談
が
あ
り
ま
し
た
。

５
月
１
３
日
号
の
商
工
新
聞
２
面
の
佐
伯
税
理
士
さ
ん
の

記
事
で
は
、
「
も
し
定
額
減
税
を
す
る
の
を
忘
れ
て
い
て
も
、

年
末
調
整
で
減
税
を
行
え
ば
従
業
員
は
救
済
さ
れ
る
」

「
罰
則
規
定
は
見
当
た
ら
な
い
」
と
載
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
も
そ
も
確
定
申
告
す
れ
ば
問
題
は
な
い
と
思
い
ま
す
。


